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令和８年度の地方債の同意等の基準及び標準処理期間について（通知） 

 

このことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５０条の２第１項及び 

第２５０条の３第１項の規定により、地方財政法（昭和２３年法律第１０９号）第５条の

３第１項及び第５項並びに同法第５条の４第１項、第３項及び第４項の規定に係る   

令和８年度の地方債の同意等の基準及び標準処理期間を下記のとおり定めましたので  

通知します。 

記 

１ 地方債の同意等の基準 

地方債の同意等の基準は「令和８年度地方債同意等基準」（令和８年総務省告示   

第１５９号）による。 

 

２ 標準処理期間 

 標準処理期間は「令和８年度地方債同意等基準」第一の二の２で規定されている  

とおり、協議等から同意等まで、おおむね１か月とし、当該年度末までに同意等が行わ

れるものとする。 
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